
平
成
十
八
年
十
月
三
十
一
日
提
出

質

問

第

一

二

七

号

諸
外
国
に
お
け
る
著
作
権
等
の
保
護
期
間
及
び
孤
児
作
品
（
著
作
権
者
等
不
明
作
品
）
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

川

内

博

史
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諸
外
国
に
お
け
る
著
作
権
等
の
保
護
期
間
及
び
孤
児
作
品
（
著
作
権
者
等
不
明
作
品
）
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

本
年
九
月
二
十
八
日
提
出
の
質
問
第
一
四
号
（
以
下
「
質
問
第
一
四
号
」
と
い
う
。
）
に
引
き
続
き
、
文
学
的
及
び
美
術

的
著
作
物
の
保
護
に
関
す
る
ベ
ル
ヌ
条
約
パ
リ
改
正
条
約
（
昭
和
五
十
年
三
月
六
日
条
約
第
四
号
。
以
下
「
ベ
ル
ヌ
条
約
」

と
い
う
。
）
第
七
条
六
項
の
規
定
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�
）

政
府
は
、
本
項
は
加
盟
国
が
国
内
の
著
作
物
の
一
部
又
は
全
部
に
つ
い
て
著
作
権
の
保
護
期
間
に
上
限
を
設
け
ず

「
無
期
限
」
と
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
の
か
。
詳
細
か
つ
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

�
）

ベ
ル
ヌ
条
約
加
盟
国
中
、
国
内
の
著
作
物
の
一
部
又
は
全
部
に
つ
い
て
、
著
作
権
の
保
護
期
間
を
「
無
期
限
」
と
す

る
立
法
を
行
っ
て
い
る
国
は
存
在
す
る
の
か
。
存
在
す
る
場
合
、
当
該
国
の
著
作
権
法
等
に
お
け
る
規
定
に
つ
い
て
詳

細
な
説
明
を
求
め
る
。

二

ベ
ル
ヌ
条
約
第
七
条
八
項
及
び
万
国
著
作
権
条
約
パ
リ
改
正
条
約
（
昭
和
五
十
二
年
八
月
三
日
条
約
第
五
号
）
第
四
条
に

お
い
て
規
定
さ
れ
、
我
が
国
に
お
い
て
は
著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
五
月
六
日
法
律
第
四
十
八
号
）
第
五
十
八
条
に
規
定

さ
れ
て
い
る
相
互
主
義
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�
）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
「
米
国
」
と
い
う
。
）
が
相
互
主
義
を
採
用
し
て
い
な
い
理
由
は
何
か
。
答
弁
を
求
め

一



る
。

�
）

メ
キ
シ
コ
、
コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
及
び
サ
モ
ア
独
立
国
の
六
か
国

の
内
、
米
国
と
同
様
に
相
互
主
義
を
採
用
し
て
い
な
い
国
は
存
在
す
る
の
か
。
答
弁
を
求
め
る
。

三

本
年
九
月
二
十
八
日
提
出
の
質
問
第
一
三
号
（
以
下
「
質
問
第
一
三
号
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
指
摘
し
た
本
年
一
月
に

米
国
議
会
図
書
館
著
作
権
局
が
同
国
議
会
に
提
出
し
た
「
Ｒ
ｅ
ｐ
ｏ
ｒ
ｔ

ｏ
ｎ

Ｏ
ｒ
ｐ
ｈ
ａ
ｎ

Ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
ｓ
」
と
題

す
る
報
告
書
（
以
下
「
報
告
書
」
と
い
う
。
）
の
内
容
に
つ
い
て
、
本
年
十
月
六
日
の
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
五
第

一
三
号
）
に
お
け
る
答
弁
で
は
「
権
利
者
の
許
諾
が
得
ら
れ
な
い
『
孤
児
作
品
』
の
利
用
は
、
著
作
権
侵
害
責
任
を
問
わ
れ

る
危
険
が
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
生
産
的
か
つ
有
益
な
利
用
が
滞
る
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
公
益
に
反
す
る

懸
念
が
あ
る
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
」
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
報
告
書
に
は
何
故
「
権
利
者
の
許
諾
が
得
ら
れ
な
い
『
孤
児

作
品
』
」
が
米
国
内
に
お
い
て
「
公
益
に
反
す
る
懸
念
が
あ
る
」
規
模
で
発
生
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
理
由
に

つ
い
て
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

四

本
年
十
月
六
日
の
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
六
五
第
一
四
号
。
以
下
「
先
の
答
弁
」
と
い
う
。
）
の
「
六
の
�
）
に
つ

い
て
」
で
は
、
欧
州
委
員
会
（
以
下
「
Ｅ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
が
二
〇
〇
四
年
七
月
に
公
表
し
た
「
著
作
権
及
び
関
連
す
る
権

二



利
の
分
野
に
お
け
る
Ｅ
Ｃ
の
法
的
枠
組
み
の
レ
ビ
ュ
ー
に
関
す
る
ス
タ
ッ
フ
・
ワ
ー
キ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
」
（
以
下
「
ペ
ー

パ
ー
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
著
作
隣
接
権
の
保
護
期
間
延
長
を
断
念
し
た
理
由
に
つ
い
て
「
域
内
に
は
保
護
期
間
延
長

に
つ
い
て
賛
成
意
見
も
反
対
意
見
も
あ
り
、
現
時
点
で
は
変
更
の
た
め
の
期
が
熟
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
、
更
に
市
場
の

動
向
を
監
視
・
研
究
す
べ
き
で
あ
る
た
め
で
あ
る
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
」
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ペ
ー
パ
ー
で
は
賛
成
意

見
・
反
対
意
見
の
双
方
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
意
見
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
の
か
、
具
体
的
な
答
弁
を
求
め
る
。
ま
た
、
そ
れ

ぞ
れ
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
者
は
ど
の
よ
う
な
立
場
の
者
で
あ
る
と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
か
。
詳
細
か
つ
明
確
な
答
弁
を
求

め
る
。

五

質
問
第
一
四
号
「
四
の
二
」
に
続
き
、
二
〇
〇
三
年
六
月
に
米
国
下
院
へ
提
出
さ
れ
た
が
廃
案
と
な
っ
た
法
案
番
号
Ｈ
Ｒ

�
�
�
�

Ｉ
Ｈ
、
通
称
「
エ
ル
ド
レ
ッ
ド
法
案
」
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�
）

エ
ル
ド
レ
ッ
ド
法
案
の
立
法
趣
旨
に
つ
い
て
、
法
案
提
出
者
は
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
の
か
。
詳
細
か
つ
明
確

な
答
弁
を
求
め
る
。

�
）

先
の
答
弁
「
四
の
二
に
つ
い
て
」
で
は
「
同
法
案
と
同
様
の
制
度
が
ベ
ル
ヌ
条
約
又
は
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
ｓ
協
定
に
違
反
す

る
か
否
か
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
仮
に
当
該
法
案
が
ベ
ル
ヌ
条
約
又
は

三



知
的
所
有
権
の
貿
易
関
連
の
側
面
に
関
す
る
協
定
（
平
成
六
年
十
二
月
二
十
八
日
条
約
第
十
五
号
）
そ
の
他
の
国
際
条

約
等
に
違
反
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
我
が
国
に
お
い
て
同
趣
旨
の
立
法
を
行
う
こ
と
は
立
法
技
術
上
、
可
能
で

あ
る
か
不
可
能
で
あ
る
か
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

六

欧
州
連
合
（
以
下
「
Ｅ
Ｕ
」
と
い
う
。
）
加
盟
各
国
の
国
立
中
央
図
書
館
が
合
同
で
計
画
し
て
い
る
「
Ｅ
ｕ
ｒ
ｏ
ｐ
ｅ
ａ
ｎ

Ｄ
ｉ
ｇ
ｉ
ｔ
ａ
ｌ

Ｌ
ｉ
ｂ
ｒ
ａ
ｒ
ｙ
」
（
以
下
「
欧
州
デ
ジ
タ
ル
図
書
館
」
と
い
う
。
）
と
題
す
る
電
子
ア
ー
カ
イ
ブ

構
築
計
画
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｃ
は
本
年
八
月
二
十
四
日
に
「
欧
州
デ
ジ
タ
ル
図
書
館
計
画
の
促
進
に
向
け
た
勧
告
」
（
以
下

「
勧
告
」
と
い
う
。
）
を
実
施
し
た
が
、
二
〇
〇
八
年
度
ま
で
に
二
百
万
点
、
二
〇
一
〇
年
度
ま
で
に
六
百
万
点
の
文
献
を

収
録
す
る
と
し
た
目
標
の
達
成
が
極
め
て
困
難
な
状
況
で
あ
る
と
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

以
下
、
当
該
計
画
の
現
状
と
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
著
作
権
法
等
に
起
因
す
る
問
題
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

�
）

勧
告
で
は
、
孤
児
作
品
（
著
作
権
者
等
不
明
作
品
）
の
問
題
や
、
そ
の
状
態
に
在
る
著
作
物
の
取
り
扱
い
の
方
針
に

つ
い
て
ど
の
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
の
か
。
詳
細
か
つ
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

�
）

前
記
の
報
道
で
は
、
特
に
ド
イ
ツ
国
立
図
書
館
の
蔵
書
は
同
国
に
特
有
の
著
作
権
法
上
の
問
題
か
ら
そ
の
大
多
数
が

ア
ー
カ
イ
ブ
に
収
録
不
可
能
な
状
態
に
在
る
と
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
が
他
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
比
し
て
特
に
国
立
図
書
館
の

四



蔵
書
を
ア
ー
カ
イ
ブ
に
収
録
し
、
公
開
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
さ
れ
る
理
由
は
何
か
。
詳
細
か
つ
明
確
な
答
弁
を

求
め
る
。

�
）

欧
州
デ
ジ
タ
ル
図
書
館
計
画
の
現
状
は
、
本
年
九
月
二
十
八
日
提
出
の
質
問
第
一
五
号
三

�
）
に
お
い
て
指
摘
し

た
米
国
及
び
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
民
間
ア
ー
カ
イ
ブ
事
業
が
著
作
権
の
強
化
に
よ
り
阻
害
さ
れ
た
事
例
と
同
根
の
問
題

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
否
か
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。

�
）

こ
う
し
た
問
題
は
質
問
第
一
三
号
に
お
い
て
も
指
摘
し
た
よ
う
に
我
が
国
で
も
既
に
小
規
模
な
が
ら
発
生
し
て
お

り
、
将
来
の
情
勢
如
何
に
よ
っ
て
は
米
国
や
Ｅ
Ｕ
と
同
様
、
さ
ら
に
大
規
模
か
つ
深
刻
な
問
題
が
発
生
し
得
る
恐
れ
が

大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
通
り
、
欧
米
各
国
に
お
い
て
孤
児
作
品
問
題
が
公
益
に
反
す
る
深
刻
な
問
題
で
あ
る

と
認
識
さ
れ
始
め
て
い
る
事
実
は
、
こ
の
問
題
が
我
が
国
に
お
い
て
も
決
し
て
「
対
岸
の
火
事
」
で
は
な
い
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
も
の
と
思
料
さ
れ
る
が
、
文
化
審
議
会
著
作
権
分
科
会
に
お
い
て
早
急
か
つ
真
摯
に
孤
児
作
品
問
題
の
対

応
を
議
論
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
政
府
の
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

右
質
問
す
る
。

五


